
西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

一
八
九

西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

年　
　
　

譜

出　

生　
　
　
　

一
九
四
〇
年
六
月　

富
山
市
に
生
ま
れ
る

一
．
学　

歴

一
九
四
七
年
四
月　

国
立
富
山
大
学
教
育
学
部
附
属
小
学
校
入
学

一
九
五
三
年
三
月　

同
小
学
校
卒
業

一
九
五
三
年
四
月　

国
立
富
山
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
入
学

一
九
五
六
年
三
月　

同
中
学
校
卒
業

一
九
五
六
年
四
月　

富
山
県
立
富
山
中
部
高
等
学
校
入
学

一
九
五
九
年
三
月　

同
高
等
学
校
卒
業

一
九
六
〇
年
四
月　

早
稲
田
大
学
第
一
政
治
経
済
学
部
政
治
学
科
入
学

一
九
六
四
年
三
月　

同
大
学
同
学
部
同
学
科
卒
業

一
九
六
四
年
四
月　

早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
修
士
課
程
（
憲
法
専
修
）
入
学



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

一
九
〇

一
九
六
六
年
三
月　

同
大
学
院
同
研
究
科
同
課
程
修
了

一
九
六
六
年
四
月　

早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
博
士
課
程
（
憲
法
専
修
）
入
学

一
九
七
〇
年
三
月　

同
大
学
院
同
研
究
科
同
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学

一
九
八
四
年
三
月　

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
大
学
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
在
外
研
究
（
一
九
八
五
年
三
月
ま
で
）

一
九
九
一
年
四
月　

東
南
ア
ジ
ア
研
究
所
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）
、
エ
ラ
ス
ム
ス
大
学
（
オ
ラ
ン
ダ
）
在
外
研
究
（
一
九
九
一
年
九
月
ま
で
）

二
．
学　

位

一
九
九
八
年
二
月　

学
位
請
求
論
文
『
憲
法
体
系
の
類
型
的
研
究
』
（
成
文
堂
）
に
よ
り
「
博
士
（
政
治
学
）
早
稲
田
大
学
」
を
授
与
さ
れ
る

二
〇
〇
六
年
六
月　

学
位
請
求
論
文
『
日
本
国
憲
法
成
立
過
程
の
研
究
』
（
成
文
堂
）
に
よ
り
「
博
士
（
法
学
）
日
本
大
学
」
を
授
与
さ
れ
る

三
．
職　

歴

一
九
七
〇
年
四
月　

防
衛
大
学
校
人
文
科
学
教
室
専
任
講
師

一
九
七
四
年
三
月　

防
衛
大
学
校
人
文
科
学
教
室
助
教
授

一
九
七
四
年
四
月　

駒
澤
大
学
法
学
部
助
教
授

一
九
八
〇
年
四
月　

駒
澤
大
学
法
学
部
教
授

一
九
九
〇
年
四
月　

早
稲
田
大
学
商
学
部
非
常
勤
講
師
（
二
〇
〇
五
年
三
月
ま
で
）

一
九
九
一
年
九
月　

早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
非
常
勤
講
師
（
一
九
九
四
年
三
月
ま
で
）

一
九
九
二
年
四
月　

慶
応
義
塾
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
（
一
九
九
四
年
三
月
ま
で
）

一
九
九
五
年
四
月　

早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
非
常
勤
講
師
（
二
〇
〇
四
年
三
月
ま
で
）

一
九
九
七
年
四
月　

防
衛
大
学
校
総
合
安
全
保
障
研
究
科
非
常
勤
講
師
（
二
〇
〇
〇
年
三
月
ま
で
）

二
〇
一
一
年
三
月　

駒
澤
大
学
法
学
部
定
年
退
職

二
〇
一
一
年
六
月　

駒
澤
大
学
名
誉
教
授



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

一
九
一

四
．
学
会
活
動
等

比
較
憲
法
学
会
理
事
長
、
防
衛
法
学
会
名
誉
理
事
長
、
日
本
防
衛
学
会
理
事
、
国
家
基
本
問
題
研
究
所
理
事
、
日
本
国
際
救
援
行
動
委
員
会
理
事
、

政
策
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
理
事
（
以
上
現
職
）

安
倍
内
閣
総
理
大
臣
諮
問
機
関
「
安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構
築
に
関
す
る
懇
談
会
」
委
員
、
内
閣
府
「
情
報
保
全
の
在
り
方
に
関
す
る
有
識

者
会
議
」
座
長
、
読
売
新
聞
社
憲
法
問
題
調
査
会
委
員
、
千
代
田
区
国
際
交
流
・
平
和
推
進
懇
談
会
座
長
な
ど
歴
任

五
．
駒
澤
大
学
で
の
役
職

一
九
八
七
年
四
月　

法
学
部
第
二
部
法
律
学
科
主
任
（
九
一
年
三
月
ま
で
）

一
九
九
二
年
四
月　

学
生
部
長
兼
評
議
員
（
九
三
年
三
月
ま
で
）

一
九
九
四
年
四
月　

法
学
部
法
律
学
科
主
任
（
九
五
年
三
月
ま
で
）

一
九
九
七
年
四
月　

法
学
部
長
兼
理
事
お
よ
び
評
議
員
（
九
九
年
三
月
ま
で
）

一
九
九
九
年
四
月　

大
学
院
法
学
研
究
科
委
員
長
（
〇
一
年
三
月
ま
で
）

二
〇
〇
一
年
四
月　

大
学
院
法
学
研
究
科
公
法
学
専
攻
主
任
（
〇
七
年
三
月
ま
で
）

二
〇
〇
一
年
四
月　

法
学
研
究
所
所
長
（
〇
九
年
三
月
ま
で
）

著
作
等
目
録 

（
二
〇
一
一
年
三
月
末
現
在
）

一
．
著　

書

（
一
）
単　

著

『
憲
法
ノ
ー
ト
』
（
静
進
堂
）
一
一
四
頁 

一
九
六
九
年　

四
月

『
現
代
世
界
の
憲
法
制
度
』
（
成
文
堂
）
二
八
八
頁 

一
九
七
四
年　

七
月



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

一
九
二

『
憲
法
講
義　

上
巻
』
（
静
進
堂
）
二
七
三
頁 

一
九
七
四
年　

八
月

『
国
の
防
衛
と
法
』
（
学
陽
書
房
）
二
四
八
頁 

一
九
七
五
年　

一
月

『
憲
法
講
義　

下
巻
』
（
静
進
堂
）
一
二
六
頁 

一
九
七
七
年　

四
月

『
自
衛
権
』
（
学
陽
書
房
）
二
〇
五
頁 

一
九
七
八
年　

一
月

『
自
衛
隊
法
と
憲
法
第
九
条
』
（
教
育
社
）
一
七
二
頁 

一
九
七
八
年
一
〇
月

『
憲
法
』
（
実
務
教
育
出
版
）
二
七
九
頁 

一
九
八
二
年　

七
月

『
憲
法
九
条
と
自
衛
隊
法
』
（
教
育
社
）
一
八
九
頁 

一
九
八
三
年　

四
月

『
各
国
憲
法
制
度
の
比
較
研
究
』
（
成
文
堂
）
五
三
六
頁 

一
九
八
四
年　

一
月

『
日
本
国
憲
法
の
四
〇
年
』
（
教
育
社
）
一
七
三
頁 

一
九
八
六
年　

五
月

『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
日
本
国
憲
法
』
（
三
修
社
）
三
七
九
頁 

一
九
八
六
年　

七
月

『
日
本
国
憲
法
の
誕
生
を
検
証
す
る
』
（
学
陽
書
房
）
二
七
八
頁 

一
九
八
六
年
一
一
月

“The C
onstitution and the N

ational D
efense Law

 System
 in Japan” 

（Seibundo

）
一
八
五
頁 

一
九
八
七
年　

九
月

『
話
題
か
ら
学
ぶ
憲
法
』
（
自
由
国
民
社
）
二
三
〇
頁 

一
九
八
九
年　

五
月

“Ten D
ays Inside G

eneral H
eadquarters (G

H
Q

)” 

（Seibundo
）
二
一
〇
頁 

一
九
八
九
年
一
二
月

“C
onstitution of Japan (C

hronology &
 B

ibliograghy )” 

（O
ceana Publications,Inc

）
四
六
頁 

一
九
九
〇
年　

四
月

『
よ
く
わ
か
る
平
成
憲
法
講
座
』
（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
）
二
八
七
頁 

一
九
九
五
年　

二
月

『
憲
法
体
系
の
類
型
的
研
究
』
（
成
文
堂
）
五
三
六
頁 

一
九
九
七
年　

一
月

『
日
本
国
憲
法
を
考
え
る
』
（
文
春
新
書
）
二
三
八
頁 

一
九
九
九
年　

三
月

『
日
本
国
憲
法
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
』
（
中
央
公
論
新
社
）
四
一
九
頁 

二
〇
〇
〇
年　

四
月

『
こ
こ
が
ヘ
ン
だ
よ
！
日
本
国
憲
法
』
（
ア
ス
キ
ー
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
）
二
七
七
頁 

二
〇
〇
一
年　

五
月



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

一
九
三

『
テ
ロ
対
策
関
連
三
法
』
（
内
外
出
版
）
七
九
頁
（
解
説
部
分
九
頁
） 

二
〇
〇
一
年
一
一
月

『
有
事
法
制
の
現
況
―
法
案
読
解
と
展
望
―
』
（
内
外
出
版
）
一
七
五
頁
（
解
説
部
分
二
〇
頁
） 

二
〇
〇
二
年　

九
月

『
有
事
法
制
の
解
説
』
（
内
外
出
版
）
七
一
頁
（
解
説
部
分
二
四
頁
） 

二
〇
〇
三
年　

七
月

『
日
本
国
憲
法
成
立
過
程
の
研
究
』
（
成
文
堂
）
四
〇
五
頁 

二
〇
〇
四
年　

三
月

『
現
代
世
界
の
憲
法
動
向
』
（
成
文
堂
）
三
八
二
頁 

二
〇
一
一
年　

二
月

（
二
）
監　

修

『
憲
法　

21
世
紀
に
向
け
て
』
（
資
料
監
修
、
読
売
新
聞
社
編
、
読
売
新
聞
社
）
三
六
六
頁 

一
九
九
四
年
一
二
月

『
日
本
国
憲
法
が
驚
く
ほ
ど
よ
く
わ
か
る
本
』
（
ワ
ニ
ブ
ッ
ク
ス
）
二
二
三
頁 

二
〇
〇
二
年
一
二
月

『
詳
解　

有
事
法
制
』
（
内
外
出
版
）
二
〇
五
頁 

二
〇
〇
四
年　

八
月

『
詳
解　

有
事
法
制　

17
年
増
補
版
』
（
内
外
出
版
）
二
八
七
頁 

二
〇
〇
五
年　

七
月

『
防
衛
省
移
行
の
概
要
』
（
内
外
出
版
）
一
五
八
頁 

二
〇
〇
六
年　

八
月

『
世
界
地
図
で
わ
か
る
日
本
国
憲
法
』
（
講
談
社
）
一
二
七
頁 

二
〇
〇
八
年　

四
月

（
三
）
共　

著

『
世
界
の
憲
法
』
（
大
西
邦
敏
監
修
、
成
文
堂
）

執
筆
部
分
「
韓
国
憲
法
」
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
」
「
ギ
リ
シ
ア
国
憲
法
」
一
一
六
頁 

一
九
七
一
年　

九
月

『
憲
法
読
本
』
（
共
著
者　

奥
原
唯
弘
、
梅
木
崇
、
西
岡
祝
、
高
文
堂
）

執
筆
部
分
「
天
皇
」
「
国
会
」
「
内
閣
」
「
司
法
」
一
一
七
頁 

一
九
七
一
年　

九
月

『
政
治
学
読
本
』
（
共
著
者　

奥
原
唯
弘
ほ
か
、
高
文
堂
）
執
筆
部
分
「
政
治
機
構
の
比
較
」
「
選
挙
と
議
会
政
治
」
六
二
頁 

一
九
七
一
年　

九
月

『
政
治
学
講
義
』
（
奥
原
唯
弘
・
小
林
正
敏
編
、
成
文
堂
）
執
筆
部
分
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
三
〇
頁 

一
九
七
二
年　

四
月

『
比
較
憲
法
講
義
』
（
清
水
望
編
、
青
林
書
院
新
社
）
執
筆
部
分
「
二
院
制
」
四
一
頁 

一
九
七
二
年
一
〇
月



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

一
九
四

『
判
例
演
習
シ
リ
ー
ズ
憲
法
1　

統
治
の
機
構
と
作
用
』
（
林
修
三
・
中
山
健
男
・
奥
原
唯
弘
編
、
成
文
堂
）

執
筆
部
分
「
法
律
時
期
の
成
立
―
臨
時
物
資
需
給
調
整
法
違
反
物
価
統
制
令
違
反
被
告
事
件
―
」
五
頁 

一
九
七
三
年　

六
月

『
判
例
演
習
シ
リ
ー
ズ
憲
法
2　

基
本
的
人
権
』
（
林
修
三
・
中
山
健
男
・
奥
原
唯
弘
編
、
成
文
堂
）

執
筆
部
分
「
団
結
権
・
団
体
行
動
権
の
制
限
」
七
頁 

一
九
七
三
年　

九
月

『
口
語
防
衛
法
』
（
宇
都
宮
静
男
監
修
、
自
由
国
民
社
）
執
筆
部
分
「
防
衛
庁
設
置
法
」
「
自
衛
隊
法
」
ほ
か
三
三
二
頁 

一
九
七
四
年　

一
月

『
演
習
憲
法
』
（
林
修
三
・
奥
原
唯
弘
編
、
高
文
堂
）
執
筆
部
分
「
自
衛
権
と
戦
力
」
八
頁 

一
九
七
五
年
一
一
月

『
憲
法
』
（
共
著
者　

戸
津
正
勝
、
萩
原
直
三
、
駒
沢
書
店
春
秋
社
）

執
筆
部
分
「
序
説
」
「
財
政
」
「
地
方
自
治
」
「
憲
法
の
改
正
」
三
四
頁 

一
九
七
七
年
一
〇
月

『
衆
参
両
院
議
長
の
地
位
と
権
限
』
（
共
著
者　

戸
津
正
勝
、
教
育
社
）
一
八
六
頁 

一
九
七
八
年
一
一
月

『
日
米
の
安
全
保
障
と
各
党
の
防
衛
政
策
』
（
共
著
者
・
吉
原
恒
雄
、
教
育
社
）
一
四
五
頁 

一
九
七
九
年　

一
月

『
基
本
マ
ス
タ
ー　

憲
法
』
（
共
著
者　

斉
藤
寿
、
小
林
弘
人
ほ
か
、
法
学
書
院
）

執
筆
部
分
「
バ
ス
会
社
の
運
転
手
採
用
の
際
に
お
け
る
前
歴
調
査
」
ほ
か 

一
九
七
九
年　

八
月

『
法
律
マ
ス
タ
ー
講
座　

憲
法
コ
ー
ス
』
（
林
修
三
監
修
、
実
務
教
育
出
版
）

執
筆
部
分
「
教
材
Ⅰ　

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
二
三
頁
、
「
教
材
Ⅱ　

テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
」
二
七
九
頁
ほ
か 

一
九
八
一
年　
　
　

『
転
機
に
立
つ
日
本
の
防
衛
』
（
共
著
者　

上
條
末
夫
、
学
陽
書
房
）
執
筆
部
分
「
防
衛
法
制
の
問
題
点
と
整
備
」
八
六
頁 

一
九
八
二
年　

三
月

『
世
界
政
治
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
（
飯
坂
良
明
・
清
水
望
・
堀
江
湛
・
宮
里
正
弦
編
、
有
斐
閣
）

執
筆
部
分
「
イ
ン
ド
（
共
稿
）
」
二
二
頁 

一
九
八
二
年　

四
月

『
世
界
の
国
防
制
度
』
（
大
平
善
梧
編
、
第
一
法
規
）
執
筆
部
分
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
」
五
〇
頁 

一
九
八
二
年　

九
月

『
各
国
憲
法
論
』
（
共
著
者　

網
中
政
樹
、
石
田
栄
仁
郎
ほ
か
、
学
陽
書
房
）
執
筆
部
分
「
ソ
連
の
憲
法
」
四
一
頁 

一
九
八
二
年　

九
月

『
日
本
憲
法
の
諸
問
題　

小
森
義
峯
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
』（
嵯
峨
野
書
院
） 

執
筆
部
分
「
憲
法
9
条
の
考
え
方
」
一
四
頁 

一
九
八
三
年　

五
月



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

一
九
五

『
憲
法
に
お
け
る
制
度
と
思
想　

清
水　

望
先
生
還
暦
記
念
』
（
成
文
堂
）

執
筆
部
分
「
憲
法
の
分
類
―
一
つ
の
試
論
と
し
て
―
」
二
四
頁 

一
九
八
四
年
一
一
月

『
日
本
国
憲
法
講
義
』
（
奥
原
唯
弘
編
、
啓
正
社
）
執
筆
部
分
「
戦
争
の
放
棄
」
二
四
頁 

一
九
八
六
年　

五
月

『
日
本
国
憲
法
制
定
の
経
緯
―
連
合
国
総
司
令
部
の
憲
法
文
書
に
よ
る
―
』
（
犬
丸
秀
雄
監
修
、
第
一
法
規
）

執
筆
部
分
「
内
閣
書
記
官
長
と
の
会
談
」
な
ど
一
八
ド
キ
ュ
メ
ン
ト 

一
九
八
九
年　

二
月

『
憲
法
の
諸
問
題　

奥
原
唯
弘
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
』
（
成
文
堂
）
執
筆
部
分
「
『
改
憲
論
・
護
憲
論
』
再
考
」
二
八
頁 

一
九
八
九
年　

七
月

『
世
界
の
国
防
制
度
（
新
訂
）
』
（
防
衛
法
学
会
編
、
第
一
法
規
）
執
筆
部
分
「
イ
ギ
リ
ス
」
一
五
頁 

一
九
九
一
年
一
〇
月

『
憲
法
を
考
え
る
』
（
読
売
新
聞
社
調
査
研
究
部
編
）
報
告
部
分
「
憲
法
九
条
に
関
す
る
学
説
と
成
立
過
程
」　

二
〇
頁 

一
九
九
三
年　

三
月

『
法
と
正
義　

田
上
穣
治
博
士
追
悼
論
文
集
』
（
比
較
憲
法
学
会
編
、
政
光
プ
リ
プ
ラ
ン
）

執
筆
部
分
「
憲
法
見
直
し
論
議
の
今
日
的
意
義
」
一
〇
頁 

一
九
九
三
年　

五
月

『
現
代
に
お
け
る
憲
法
問
題
の
諸
相　

小
森
義
峯
教
授
古
稀
記
念
論
集
』
（
国
書
刊
行
会
）

執
筆
部
分
「
最
近
の
世
界
の
憲
法
動
向
」 

二
九
頁 

一
九
九
四
年　

二
月

『
憲
法
に
お
け
る
欧
米
的
視
点　

清
水
望
先
生
古
稀
記
念
』
（
成
文
堂
）
執
筆
部
分
「
各
国
憲
法
と
宗
教
」
三
七
頁 

一
九
九
五
年　

一
月

『
戦
後
を
超
え
る
』
（
21
世
紀
日
本
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
、
嵯
峨
野
書
院
）

執
筆
部
分
「
日
本
国
憲
法
の
得
た
も
の
と
失
っ
た
も
の
」
一
七
頁 

一
九
九
五
年
一
二
月

『
安
全
保
障
へ
の
提
言
』
（
読
売
新
聞
社
）
執
筆
部
分
「
安
全
保
障
の
法
的
問
題
点
」
一
三
頁 

一
九
九
五
年
一
二
月

『
平
和
・
安
全
保
障
と
法
』
（
安
田
寛
監
修
、
内
外
出
版
）
執
筆
部
分
「
わ
が
国
防
衛
法
制
の
基
本
」
二
三
頁 

一
九
九
六
年　

四
月

『
日
本
国
憲
法
の
す
べ
て　

This is 

読
売
5
月
号
臨
時
増
刊
』
（
読
売
新
聞
社
）

執
筆
部
分
「
法
制
局
解
釈
を
検
証
す
る
」
ほ
か
四
〇
頁 

一
九
九
七
年　

五
月

『
現
代
国
家
の
制
度
と
人
権　

榎
原
猛
先
生
古
稀
記
念
論
集
』
（
法
律
文
化
社
）



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

一
九
六

執
筆
部
分
「
現
代
に
お
け
る
君
主
制
の
種
々
相
」
二
二
頁 

一
九
九
七
年
一
一
月

『
新
し
い
日
本
の
国
家
像
』
（
佐
瀬
昌
盛
編
著
、
財
団
法
人
富
士
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
）

執
筆
部
分
「
日
本
国
憲
法
の
光
と
影
」
「
新
し
い
憲
法
像
」
三
一
頁 

一
九
九
九
年　

七
月

『
新
し
い
日
本
の
憲
法
像
』
（
共
著
者　

大
原
康
男
、
石
田
光
義
、
吉
原
恒
雄
、
財
団
法
人
富
士
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
）

執
筆
部
分
「
求
め
ら
れ
る
新
し
い
憲
法
像
」
「
日
本
国
憲
法
の
成
立
過
程
」
「
地
方
自
治
の
諸
問
題
」
「
新
し
い
憲
法
像
の
創
造
に
向
け
て
」

五
六
頁 

二
〇
〇
〇
年　

七
月

『
日
本
は
「
神
の
国
」
で
は
な
い
の
で
す
か
』
（
加
地
伸
行
編
著
、
小
学
館
）

執
筆
部
分
「
日
本
国
憲
法
と
象
徴
天
皇
制
」
一
三
頁 

二
〇
〇
〇
年　

八
月

『
日
本
の
安
全
保
障
法
制
』
（
内
外
出
版
）
（
共
著
者　

浜
谷
英
博
、
高
井
晋
、
松
浦
一
夫
、
富
井
幸
雄
）

執
筆
部
分
「
安
全
保
障
と
法
」
「
わ
が
国
防
衛
法
制
の
基
本
」
五
八
頁 

二
〇
〇
一
年　

四
月

『
憲
法
改
正　

読
売
試
案
二
〇
〇
四
年
』
（
読
売
新
聞
社
編
、
中
央
公
論
新
社
）

執
筆
部
分
「
読
売
試
案
を
読
ん
で
」
ほ
か
三
一
頁 

二
〇
〇
四
年　

七
月

『
日
本
の
憲
法　

国
民
主
権
の
論
点
』
（
講
談
社
）
執
筆
部
分
「
改
正
に
向
け
た
三
つ
の
論
点
」
二
頁 

二
〇
〇
四
年　

八
月

『
我
が
国
防
衛
法
制
の
半
世
紀　

発
展
の
軌
跡
と
展
望
』
（
共
著
者
・
安
田
寛
ほ
か
、
内
外
出
版
）

執
筆
部
分
「
憲
法
と
自
衛
隊
の
半
世
紀
」
三
七
頁 

二
〇
〇
四
年
一
二
月

『
実
録　

日
本
占
領　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
改
造
の
7
年
』
（
学
習
研
究
社
）
執
筆
部
分
「
日
本
国
憲
法
制
定
」
六
頁
（
四
段
） 

二
〇
〇
五
年　

八
月

『R
ethinking the C

onstitution A
nthology of Japanese C

onstitution

』

(Translated by Fred U
lem

an, Japanese R
esearch Inc., ) “Exam

ining Past, Present and Future”

三
頁 

二
〇
〇
六
年　
　
　

『
父
が
子
に
教
え
る
昭
和
史
』
（
文
藝
春
秋
）
執
筆
部
分
「
日
本
国
憲
法
」
七
頁 

二
〇
〇
九
年　

八
月



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

一
九
七

（
四
）
編　

著

『
憲
法
基
本
判
例
』
（
林
修
三
・
齋
藤
寿
・
西　

修
編
、
青
林
書
院
新
社
）
二
五
八
頁 

一
九
七
六
年　

八
月

『
法
学
・
憲
法
』
（
関
口
雅
夫
・
西　

修
編
、
方
円
書
林
）

執
筆
部
分
「
憲
法
序
説
」
「
財
政
」
「
地
方
自
治
」
「
憲
法
の
改
正
」
三
四
頁 

一
九
七
七
年
一
二
月

『
憲
法
資
料
体
系
・
中
東
』
（
浦
野
起
央
・
西　

修
編
、
パ
ピ
ル
ス
出
版
）
上
下
二
段
組
み
六
一
四
頁 

一
九
七
九
年　

八
月

『
憲
法
資
料
体
系
・
ア
ジ
ア
Ⅰ
』
（
浦
野
起
央
・
西　

修
編
、
パ
ピ
ル
ス
出
版
）
上
下
二
段
組
み
六
〇
九
頁 

一
九
八
〇
年
一
〇
月

『
憲
法
資
料
体
系
・
ア
フ
リ
カ
Ⅰ
』
（
浦
野
起
央
・
西　

修
編
、
パ
ピ
ル
ス
出
版
）
上
下
二
段
組
み
六
九
六
頁 

一
九
八
二
年　

九
月

『
行
政
書
士
受
験
講
座
3　

憲
法
』
（
法
学
書
院
）
執
筆
部
分
「
憲
法
」
「
人
権
宣
言
」
ほ
か 

一
九
八
三
年　

五
月

『
日
本
国
憲
法
を
考
え
る
』
（
佐
藤
寛
行
・
西　

修
編
、
学
陽
書
房
）

執
筆
部
分
「
憲
法
9
条
と
国
の
安
全
」
「
憲
法
改
正
」
四
九
頁 

一
九
八
三
年　

八
月

『
憲
法
資
料
体
系
・
ア
ジ
ア
Ⅱ
』
（
浦
野
起
央
・
西　

修
編
、
パ
ピ
ル
ス
出
版
）
上
下
二
段
組
み
六
三
七
頁 

一
九
八
四
年　

四
月

『
憲
法
資
料
体
系
・
ア
ジ
ア
Ⅲ
』
（
浦
野
起
央
、
西　

修
編
、
パ
ピ
ル
ス
出
版
）
上
下
二
段
組
み
六
三
七
頁 

一
九
八
四
年　

四
月

『
憲
法
資
料
体
系
・
ア
フ
リ
カ
Ⅱ
』
（
浦
野
起
央
・
西　

修
編
、
パ
ピ
ル
ス
出
版
）
上
下
二
段
組
み
五
〇
四
頁 

一
九
八
四
年　

八
月

『
憲
法
新
講
』
（
西　

修
、
林　

烈
、
青
山
武
憲
編
、
法
文
館
）
執
筆
部
分
「
経
済
的
自
由
権
」
ほ
か
二
五
頁 

一
九
八
六
年　

五
月

『
日
本
国
憲
法
25
講
』
（
八
千
代
出
版
）

執
筆
部
分
「
憲
法
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
」
「
日
本
国
憲
法
の
成
立
」
「
「
平
和
主
義
（
一
）
」
「
平
和
主
義
（
二
）
」　

三
一
頁 

一
九
九
三
年　

九
月

『
行
政
書
士
受
験
講
座
三　

憲
法
『
改
訂
版
』
（
法
学
書
院
）
執
筆
部
分
「
国
民
主
権
」
「
天
皇
制
」
ほ
か 

一
九
九
四
年
一
〇
月

『
エ
レ
メ
ン
タ
リ
憲
法
』
（
成
文
堂
）
執
筆
部
分
「
憲
法
と
現
代
社
会
」
「
日
本
国
憲
法
の
成
立
過
程
」

「
国
民
の
権
利
お
よ
び
義
務　

総
説
、
精
神
的
自
由
権
」
四
七
頁 

二
〇
〇
一
年　

四
月

『
エ
レ
メ
ン
タ
リ
憲
法
（
新
訂
版
）
』
（
成
文
堂
）
執
筆
部
分
「
憲
法
と
現
代
社
会
」
「
日
本
国
憲
法
の
成
立
過
程
」



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

一
九
八

「
国
民
の
権
利
お
よ
び
義
務　

総
説
、
精
神
的
自
由
権
」
五
六
頁 

二
〇
〇
八
年　

六
月

（
五
）
翻
訳
書

『
ア
メ
リ
カ
憲
法
入
門
』
（
Ｃ
・
ハ
ー
マ
ン
・
プ
リ
チ
ェ
ッ
ト
著
、
村
田
光
堂
、
西　

修
、
竹
花
光
範
共
訳
、
成
文
堂
）
翻
訳
部
分
八
一
頁

 

一
九
七
二
年　

七
月

『
現
代
の
全
体
主
義
と
民
主
主
義
』
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
エ
ー
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
著
、
奥
原
唯
弘
監
訳
、
滝
沢
一
郎
、
西　

修
共
訳
、
成
文
堂
）

翻
訳
部
分
二
〇
二
頁 

一
九
七
四
年　

二
月

『
政
治
的
不
服
従
』
（
Ｌ
・
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ー
ン
著
、
斉
藤
寿
、
西　

修
、
岩
下
栄
一
共
訳
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
）

翻
訳
部
分
一
四
頁
、
訳
者
あ
と
が
き
一
二
頁 

一
九
七
七
年　

五
月

『
憲
法
改
正
小
委
員
会
秘
密
議
事
録
』
（
森　

清
監
訳
、
村
川
一
郎
、
西　

修
共
訳　

第
一
法
規
）

翻
訳
部
分
「
内
閣
書
記
官
長
と
の
会
談
」
な
ど
八
七
頁 

一
九
八
三
年
一
一
月

『
世
界
の
憲
法
』
（
ア
ル
バ
ー
ト
・
Ｐ
・
ブ
ラ
ウ
ス
タ
イ
ン
著
、
単
訳
、
成
文
堂
）
一
二
七
頁 

一
九
九
四
年
一
二
月

二
．
論　

稿

「
立
法
拒
否
権
に
つ
い
て
ー
比
較
憲
法
的
考
察
―
」
（
修
士
論
文
） 

一
九
六
六
年　

三
月

「
マ
グ
レ
ブ
諸
国
の
憲
法
」
（
『
月
刊
ア
フ
リ
カ
』
七
巻
六
号
）
三
頁 

一
九
六
七
年　

六
月

「
仏
語
圏
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
憲
法
」
（
『
月
刊
ア
フ
リ
カ
』
七
巻
七
号
）
四
頁 

一
九
六
七
年　

七
月

「
南
ア
共
和
国
の
憲
法
」
（
『
月
刊
ア
フ
リ
カ
』
七
巻
八
号
）
四
頁 

一
九
六
七
年　

八
月

「
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
の
憲
法
」
（
『
月
刊
ア
フ
リ
カ
』
七
巻
九
号
）
三
頁 

一
九
六
七
年　

九
月

「
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
憲
法
」
（
『
月
刊
ア
フ
リ
カ
』
七
巻
一
〇
号
）
四
頁 

一
九
六
七
年
一
〇
月

「
英
語
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
憲
法
（
1
）
」
（
『
月
刊
ア
フ
リ
カ
』
七
巻
一
一
号
）
三
頁 

一
九
六
七
年
一
一
月

「
英
語
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
憲
法
（
2
）
」
（
『
月
刊
ア
フ
リ
カ
』
七
巻
一
二
号
）
三
頁 

一
九
六
七
年
一
二
月



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

一
九
九

「
ソ
マ
リ
ア
・
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
憲
法
」
（
『
月
刊
ア
フ
リ
カ
』
八
巻
二
号
）
四
頁 

一
九
六
八
年　

二
月

「
エ
チ
オ
ピ
ア
共
和
国
の
憲
法
」
（
『
月
刊
ア
フ
リ
カ
』
八
巻
四
号
）
四
頁 

一
九
六
八
年　

四
月

「
タ
イ
国
憲
法
―
解
説
と
仮
訳
」
（
『
外
交
時
報
』
一
〇
六
一
号
）
一
四
頁 

一
九
六
九
年　

三
月

「
議
会
意
思
の
構
成
形
態
―
日
本
国
憲
法
五
九
条
二
項
に
関
連
し
て
」
（
『
政
研
論
叢
』
創
刊
号
）
一
三
頁 

一
九
六
九
年　

三
月

「
韓
国
の
憲
法
改
正
問
題
」
（
『
外
交
時
報
』
一
〇
六
四
号
）
四
頁 

一
九
六
九
年　

六
月

「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
立
法
拒
否
権
」
（
憲
法
学
会
『
憲
法
研
究
』
六
号
） 

三
三
頁 

一
九
六
九
年
一
〇
月

「
二
院
制
の
退
潮
」
（
『
防
大
紀
要
』
二
二
輯
） 

六
一
頁 

一
九
七
一
年　

三
月

「
代
表
制
に
つ
い
て
」
（
『
防
大
紀
要
』
二
三
輯
） 

五
四
頁 

一
九
七
一
年　

九
月

「
ガ
ー
ナ
の
新
憲
法
に
つ
い
て
」
（
『
防
大
紀
要
』
二
四
輯
） 

二
〇
頁 

一
九
七
二
年　

三
月

「
各
国
憲
法
に
見
る
非
常
事
態
対
処
規
定
」
（
『
法
と
秩
序
』
二
巻
二
号
） 

一
三
頁 

一
九
七
二
年　

四
月

「
モ
ロ
ッ
コ
王
国
の
憲
法
」
（
『
法
と
秩
序
』
二
巻
三
号
） 

七
頁 

一
九
七
二
年　

六
月

「
各
国
憲
法
に
見
る
非
常
事
態
対
処
規
定
（
1
）
」
（
『
防
大
紀
要
』
二
五
輯
） 

二
四
頁 

一
九
七
二
年　

九
月

「
カ
ン
ボ
ジ
ア
共
和
国
憲
法
」
（
『
法
と
秩
序
』
二
巻
四
号
） 
一
二
頁 

一
九
七
二
年　

八
月

「
韓
国
第
四
共
和
制
憲
法
」
（
『
法
と
秩
序
』
二
巻
六
号
） 
一
三
頁 

一
九
七
二
年
一
二
月

「
世
界
各
国
憲
法
年
表
」
（
比
較
法
政
（
創
刊
号
）
奥
原
唯
弘
と
共
稿
） 

六
三
頁 

一
九
七
二
年
一
二
月

「
自
衛
官
の
法
的
地
位
」
（
『
法
と
秩
序
』
三
巻
二
号
） 

六
頁 

一
九
七
三
年　

四
月

「
各
国
憲
法
に
見
る
非
常
事
態
対
処
規
定
（
2
）
」
（
『
防
大
紀
要
』
二
八
号
） 
二
三
頁 

一
九
七
四
年　

三
月

「
『
文
民
』
の
意
味
に
つ
い
て
」
（
『
国
防
』
） 

一
〇
頁 

一
九
七
四
年　

八
月

「
ソ
連
の
選
挙
制
度
」
（
『
法
と
秩
序
』
四
巻
五
号
） 

七
頁 

一
九
七
四
年　

九
月

「
憲
法
と
平
和
」
（
『
法
と
秩
序
』
四
巻
六
号
） 

九
頁 

一
九
七
四
年
一
一
月



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

二
〇
〇

「
ザ
イ
ー
ル
共
和
国
憲
法
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
一
一
号
） 

二
四
頁 

一
九
七
四
年
一
一
月

「
ビ
ル
マ
連
邦
社
会
主
義
共
和
国
憲
法
（
上
）
」
（
『
外
交
時
報
』
一
一
二
五
号
） 

一
〇
頁 

一
九
七
五
年　

五
月

「
シ
リ
ア
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
憲
法
」
（
『
法
と
秩
序
』
） 

七
頁 

一
九
七
五
年　

五
月

「
ビ
ル
マ
連
邦
社
会
主
義
共
和
国
憲
法
（
下
）
」
（
『
外
交
時
報
』
一
一
二
六
号
） 

九
頁 

一
九
七
五
年　

六
月

「
セ
ネ
ガ
ル
共
和
国
憲
法
」
（
駒
澤
大
学
『
政
治
学
論
集
』
二
号
） 

二
一
頁 

一
九
七
五
年　

七
月

「
憲
法
九
条
と
わ
が
国
の
安
全
保
障
」
（
『
月
刊
自
由
民
主
』
二
三
八
号
） 

七
頁 

一
九
七
五
年
一
一
月

「Political D
isobedience

」
（
翻
訳　

駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
一
二
号
）
一
五
頁 

一
九
七
五
年
一
一
月 

「
比
較
憲
法
上
か
ら
み
た
わ
が
国
防
衛
法
の
特
徴
（
1
）
」
（
『
防
衛
ア
ン
テ
ナ
』
一
八
五
号
） 

一
二
頁 

一
九
七
五
年
一
二
月

「
比
較
憲
法
上
か
ら
み
た
わ
が
国
防
衛
法
の
特
徴
（
2
）
」
（
『 

防
衛
ア
ン
テ
ナ
』
一
八
六
号
） 

一
五
頁 

一
九
七
六
年　

一
月

「
イ
エ
メ
ン
民
主
人
民
共
和
国
憲
法
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
部
研
究
紀
要
』
三
四
号
） 

三
八
頁 

一
九
七
六
年　

三
月

「
国
家
緊
急
権
に
関
す
る
南
北
戦
争
時
の
若
干
の
判
例
に
つ
い
て
」
（ 

駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
一
三
号
）
二
五
頁 

一
九
七
六
年　

三
月

「
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
憲
法
」
（
駒
澤
大
学
『
政
治
学
論
集
』
四
号
） 

三
〇
頁 

一
九
七
六
年　

八
月

 “W
ar and Peace 

（1

）”

（
『
防
大
紀
要
』
三
三
輯
）
一
六
頁 

一
九
七
六
年　

九
月

「
長
沼
事
件
控
訴
審
判
決
と
自
衛
隊
」
（
『
革
新
』
七
五
号
）
九
頁 

一
九
七
六
年
一
〇
月

「
『
平
和
的
生
存
権
論
』
考
」
（
『
法
と
秩
序
』
六
巻
六
号
） 

一
三
頁 

一
九
七
六
年
一
一
月

「
長
沼
ナ
イ
キ
事
件
控
訴
審
判
決
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
一
四
号 
梅
木
崇
と
共
稿
）
二
五
頁 

一
九
七
六
年
一
二
月

「
カ
タ
ー
ル
国
暫
定
憲
法
」
（
駒
澤
大
学
『
政
治
学
論
集
』
五
号
） 

一
九
頁 

一
九
七
七
年　

三
月

「
イ
ラ
ク
共
和
国
暫
定
憲
法
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
一
七
号
） 

一
六
頁 

一
九
七
七
年　

三
月

「
ソ
連
憲
法
草
案
の
読
み
方
」
（
『
改
革
者
』
二
〇
九
号
）
一
二
頁 

一
九
七
七
年　

八
月

 “W
ar and Peace 

（2

）”

（
『
防
大
紀
要
』
三
五
輯
） 

一
八
頁 

一
九
七
七
年　

九
月



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

二
〇
一

「
各
国
憲
法
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
選
任
方
法
」
（
駒
澤
大
学
『
政
治
学
論
集
』
六
号
） 

四
一
頁 

一
九
七
七
年
一
〇
月

「
バ
ー
レ
ン
国
憲
法
」
（
駒
澤
大
学
『
政
治
学
論
集
』
七
号
） 

二
四
頁 

一
九
七
八
年　

二
月

「
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
共
和
国
憲
法
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
部
研
究
紀
要
』
三
六
号
） 

三
六
頁 

一
九
七
八
年　

三
月

「
イ
エ
メ
ン
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
憲
法
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
一
七
号
） 

二
六
頁 

一
九
七
八
年　

三
月

「
性
差
別
」 （
近
畿
大
学
比
較
法
・
政
治
研
究
所
編
『
平
等
権
に
関
す
る
資
料
集
』
二
） 

九
〇
頁 

一
九
七
八
年　

六
月

「
防
衛
法
研
究
の
課
題
」
（
防
衛
法
学
会
『
防
衛
法
研
究
』
）
八
頁 

一
九
七
八
年　

五
月

「
国
家
的
事
業
と
民
主
主
義
」
（
『
現
代
警
察
』
一
六
号
）
八
頁 

一
九
七
八
年　

八
月

「
『
有
事
立
法
論
』
考
」
（
『
法
と
秩
序
』
八
巻
五
号
） 

六
頁 

一
九
七
八
年
一
〇
月

「
防
衛
二
法
概
説
」
（
『
法
令
解
説
資
料
』
七
号
） 

九
頁 

一
九
七
八
年
一
二
月

「
我
が
国
防
衛
法
の
制
定
過
程
」
（
『
法
令
解
説
資
料
』
八
号
） 

一
七
頁 

一
九
七
九
年　

三
月

「
自
衛
隊
裁
判
の
概
要
（
1
）
」
（
『
法
令
解
説
資
料
』
九
号
） 

一
〇
頁 

一
九
七
九
年　

六
月

「
政
軍
関
係
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
構
造
」
（
抄
訳　

『
防
衛
法
研
究
』
三
号
）
一
七
頁 

一
九
七
九
年　

六
月

「
自
衛
隊
裁
判
の
概
要
（
2
）
」
（
『
法
令
解
説
資
料
』
一
〇
号
） 

一
〇
頁 

一
九
七
九
年　

八
月

「
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
―
ア
メ
リ
カ
と
の
比
較
を
通
じ
て
（
1
）
」 （
『
法
令
解
説
資
料
』
一
三
号
） 

九
頁 

一
九
七
九
年
一
二
月

「
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
―
ア
メ
リ
カ
と
の
比
較
を
通
じ
て
（
2
）
」
（
『
法
令
解
説
資
料
』
一
四
号
） 

一
六
頁 

一
九
八
〇
年　

三
月

「
国
家
と
非
常
事
態
」
（
『
改
革
者
』
二
四
二
号
）
一
三
頁 

一
九
八
〇
年　

五
月

「
自
衛
隊
の
行
動
法
制
（
1
）
」
（
『
法
令
解
説
資
料
』
一
六
号
）
一
一
頁 

一
九
八
〇
年　

八
月

「
危
機
管
理
と
法
体
制
の
整
備
」
（
防
衛
法
学
会
『
防
衛
法
研
究
』
四
号
） 

二
五
頁 

一
九
八
〇
年　

九
月

「
自
衛
隊
の
行
動
法
制
（
2
）
」
（
『
法
令
解
説
資
料
』
一
七
号
）
一
〇
頁 

一
九
八
〇
年
一
〇
月

「
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
憲
法
」
（
駒
澤
大
学
『
政
治
学
論
集
』
一
二
号
） 

三
二
頁 

一
九
八
〇
年
一
一
月



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

二
〇
二

「
自
衛
隊
の
隊
員
の
身
分
及
び
服
務
（
1
）
」
（
『
法
令
解
説
資
料
』
二
〇
号
） 

一
三
頁 

一
九
八
一
年　

二
月

「
自
衛
隊
の
隊
員
の
身
分
及
び
服
務
（
2
）
」 （
『
法
令
解
説
資
料
』
二
一
号
） 

一
三
頁 

一
九
八
一
年　

四
月

「
文
民
統
制
は
完
全
か
」
（
『
ボ
イ
ス
』
）
一
〇
頁 

一
九
八
一
年　

五
月

「
憲
法
論
議
の
偽
善
を
排
す
」 （
『
革
新
』
一
三
〇
号
） 

一
三
頁 

一
九
八
一
年　

五
月

「
防
衛
法
解
説
シ
リ
ー
ズ
の
執
筆
を
終
え
て
」
（
『
法
令
解
説
資
料
』
二
二
号
） 

六
頁 

一
九
八
一
年　

六
月

「
徴
兵
制
は
苦
役
か　

（
付
）
一
六
五
カ
国
の
徴
兵
制
一
覧
」
（
『
正
論
』
）
一
八
頁 

一
九
八
一
年　

六
月

「
世
界
各
国
憲
法
に
お
け
る
国
防
・
軍
事
・
平
和
主
義
規
定
（
そ
の
1
）
」 （
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
三
一
巻
八
号
） 

三
〇
頁 

一
九
八
一
年　

八
月

「
世
界
各
国
憲
法
に
お
け
る
国
防
・
軍
事
・
平
和
主
義
規
定
（
そ
の
2
）
」 （
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
三
一
巻
九
号
）
六
一
頁 

一
九
八
一
年　

九
月

「
世
界
各
国
憲
法
に
み
る
兵
役
規
定
」
（
防
衛
法
学
会
『
防
衛
法
研
究
』
五
号
） 

二
二
頁 

一
九
八
一
年　

九
月

「
世
界
各
国
憲
法
に
お
け
る
国
防
・
軍
事
・
平
和
主
義
規
定
（
そ
の
3
）
」 （
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
三
一
巻
一
〇
号
） 

三
一
頁 

一
九
八
一
年
一
〇
月

「
コ
モ
ロ
連
邦
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
憲
法
」 （
駒
澤
大
学
『
法
学
部
研
究
紀
要
』
三
九･

四
〇 

号
）
二
四
頁 

一
九
八
二
年　

三
月

「
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
国
防
会
議
」
（
防
衛
法
学
会
『
防
衛
法
研
究
』
六
号
） 

二
五
頁 

一
九
八
二
年　

九
月

「
各
国
に
お
け
る
憲
法
改
正
の
実
際
」
（
『
時
の
課
題
』
）
六
頁 

一
九
八
二
年
一
〇
月

「
土
俵
の
な
い
第
9
条
論
議
」
（
『
経
済
往
来
』
）
九
頁 

一
九
八
二
年
一
一
月

「
ト
ン
ガ
王
国
憲
法
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
二
六
号
）
二
六
頁 

一
九
八
三
年　

二
月

「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
の
法
案
拒
否
権
」 （
駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
二
七
号
）
四
八
頁 

一
九
八
三
年　

三
月

「
代
表
制
の
理
論
と
実
際
」
（
駒
澤
大
学
『
政
治
学
論
集
』
一
七
号
） 

六
五
頁 

一
九
八
三
年　

三
月

“C
ivilian C

ontrol”

（
駒
澤
大
学
『
法
学
部
研
究
紀
要
』
四
一
号
）
五
二
頁 

一
九
八
三
年　

三
月

「
平
和
主
義
と
各
国
憲
法
」
（
防
衛
法
学
会
『
防
衛
法
研
究
』
七
号
）
二
八
頁 

一
九
八
三
年　

九
月

「
二
院
制
度
」
（ 

駒
澤
大
学
『
政
治
学
論
集
』
一
八
号
）
七
〇
頁 

一
九
八
三
年
一
一
月



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

二
〇
三

「
憲
法
九
条
を
め
ぐ
る
動
向
と
現
実
」
（
『
現
代
警
察
』
三
四
号
） 

八
頁 

一
九
八
三
年
一
一
月

「
ソ
連
憲
法
の
欺
瞞
」
（
『
正
論
』
）
九
頁 

一
九
八
四
年　

九
月

「
憲
法
の
分
類
」
（
清
水
望
先
生
古
希
記
念
『
憲
法
に
お
け
る
制
度
と
思
想
』
所
収
） 

二
八
頁 

一
九
八
四
年
一
一
月

「
『
現
行
憲
法
』
聖
典
化
の
ル
ー
ツ
」
（
『
諸
君
！
』
） 

一
〇
頁 

一
九
八
五
年　

一
月

「
ア
メ
リ
カ
の
国
防
中
央
機
構
」
（
防
衛
法
学
会
『
防
衛
法
研
究
』
九
号
） 

一
九
頁 

一
九
八
五
年
一
〇
月

「
総
司
令
部
の
中
の
一
〇
日
間
（
1
）
」
（
『
改
革
者
』
三
〇
五
号
） 

一
七
頁 

一
九
八
五
年
一
〇
月

「
総
司
令
部
の
中
の
一
〇
日
間
（
2
）
」
（
『
改
革
者
』
三
〇
六
号
） 

一
六
頁 

一
九
八
五
年
一
一
月

“A
rticle 9  of the C

onstitution and the Self D
efense Forces”

（
駒
澤
大
学
『
法
学
部
研
究
紀
要
』
四
四
号
）
七
五
頁 

一
九
八
六
年　

三
月

「
日
本
国
憲
法
の
記
述
に
関
す
る
連
合
国
総
司
令
部
の
検
閲
に
つ
い
て
（
1
）」（
駒
澤
大
学
『
政
治
学
論
集
』
二
三
号
）
二
七
頁 

一
九
八
六
年　

三
月

「
文
民
条
項
の
成
立
経
緯
と
意
味
」
（
『
防
衛
法
研
究
』
一
〇
号
）
一
五
頁 

一
九
八
六
年
一
〇
月

「
日
本
国
憲
法
の
記
述
に
関
す
る
連
合
国
総
司
令
部
の
検
閲
に
つ
い
て
（
2
）」（
駒
澤
大
学
『
政
治
学
論
集
』
二
四
号
）
二
四
頁 

一
九
八
六
年
一
二
月

「
ブ
ル
ネ
イ
・
ダ
ル
サ
ラ
ー
ム
国
の
憲
法
構
造
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
三
四
号
） 

一
七
頁 

一
九
八
七
年　

一
月

 “The Enactm
ent Process of A

rt. 9  of the Japanese Constitution”

（
駒
澤
大
学
『
法
学
部
研
究
紀
要
』
四
五
号
）
五
一
頁 

一
九
八
七
年　

三
月

「
『
戦
争
権
限
法
』
の
そ
の
後
」
（
『
新
防
衛
論
集
』
一
四
巻
四
号
）
二
六
頁 

一
九
八
七
年　

三
月

「
改
憲
論
の
比
較
研
究
」
（
『
改
革
者
』
三
二
三
号
）
一
七
頁 

一
九
八
七
年　

五
月

「
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
の
戦
争
権
限
法
」
（
防
衛
法
学
会
『
防
衛
法
研
究
』
一
一
号
）
一
〇
頁 

一
九
八
七
年　

九
月

「
極
東
委
員
会
と
日
本
国
憲
法
（
1
）
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
三
六
号
） 
四
六
頁 

一
九
八
八
年　

一
月

 “Ten D
ays Inside G

eneral H
eadquarters 

（G
H

Q

）” 

（
駒
澤
大
学
『
法
学
部
研
究
紀
要
』
四
六
号
）
四
六
頁 

一
九
八
八
年　

三
月

 “Ten D
ays Inside G

eneral H
eadquarters 

（G
H

Q

）（2

） ”

（
駒
澤
大
学 

『
政
治
学
論
集
』
二
七
号
）
六
一
頁 

一
九
八
八
年　

三
月

 “Ten D
ays Inside G

eneral H
eadquarters 

（G
H

Q

）（3

） ”

（
駒
澤
大
学 

『
法
学
論
集
』
三
七
号
）
八
五
頁 

一
九
八
八
年　

三
月



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

二
〇
四

「
パ
ー
ル
・
ハ
ー
バ
ー
の
傷
跡
は
癒
え
た
か
」
（
『
正
論
』
一
九
八
八
年
一
二
月
号
）
八
頁 

一
九
八
八
年
一
二
月

 “The C
onstitution of Japan

―Its Past Forty Years” 

（
駒
澤
大
学
『
法
学
部
研
究
紀
要
』
三
八
号
）
一
八
頁 

一
九
八
九
年　

一
月

 “The Im
pact of Internationalization on the Japanese D

efense Issue” U
niv. of Singapore

三
一
頁 

一
九
八
九
年　

四
月

「
日
本
の
防
衛
問
題
に
関
す
る
国
際
化
の
影
響
」
（
防
衛
法
学
会
『
防
衛
法
研
究
』
一
三
号
） 

一
七
頁 

一
九
八
九
年
一
〇
月

「
比
較
憲
法
学
の
意
義
、
方
法
、
課
題
（
1
）
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
四
〇
号
）
二
七
頁 

一
九
九
〇
年　

一
月

「
比
較
憲
法
学
の
意
義
、
方
法
、
課
題
（
2
）
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
部
研
究
紀
要
』
四
八
号
）
三
〇
頁 

一
九
九
〇
年　

三
月

「
憲
法
体
系
の
類
型
化
（
1
）
」
（
駒
澤
大
学
『
政
治
学
論
集
』
三
一
号
）
八
六
頁 

一
九
九
〇
年　

三
月

「
憲
法
体
系
の
類
型
化
（
2
）
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
四
一
号
）
四
六
頁 

一
九
九
〇
年　

三
月

“The Fram
ing of the Japanese Constitution” 

（『Beijing Conference

』）
二
七
頁 

〔
世
界
法
律
家
会
議
提
出
ワ
ー
ク
ペ
ー
パ
ー
〕 

一
九
九
〇
年　

四
月

「
戦
後
日
本
に
お
け
る
憲
法
上
の
諸
問
題
」
（
中
華
民
國
日
本
研
究
學
會
『
日
本
學
報
』
一
一
期
） 

二
一
頁 

一
九
九
〇
年　

五
月

「
総
司
令
部
案
に
お
け
る
人
と
思
想
」
（
比
較
憲
法
学
会
『
比
較
憲
法
学
研
究
』
二
号
）
一
八
頁 

一
九
九
〇
年　

九
月

「
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
他
国
憲
法
に
与
え
た
影
響
（
1
）
」
（
駒
澤
大
学
『
政
治
学
論
集
』
三
二
号
）
二
八
頁 

一
九
九
一
年　

一
月

「
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
他
国
憲
法
に
与
え
た
影
響
（
2
）
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
四
二
号
）
一
八
頁 

一
九
九
一
年　

二
月

「
湾
岸
戦
争
と
憲
法
問
題
」
（
防
衛
法
学
会
『
防
衛
法
研
究
』
一
五
号
）
一
一
頁 

一
九
九
一
年　

五
月

「
憲
法
の
機
能
」
（
『
比
較
憲
法
学
研
究
』
）
三
号
、 

ゲ
ル
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
タ
ン
と
共
稿
）
一
七
頁 

一
九
九
一
年　

九
月

「
国
際
貢
献
と
日
本
国
憲
法
」
（
『
改
革
者
』
）
一
一
頁 

一
九
九
一
年
一
〇
月

“The G
ulf W

ar and the C
onstitution of Japan” 

（
『B

arcelona C
onference

』
）
二
六
頁
〔
世
界
法
律
家
会
議
提
出
ワ
ー
ク
ペ
ー
パ
ー
〕

 

一
九
九
一
年
一
〇
月

「
連
合
国
は
自
衛
力
を
容
認
し
て
い
た
」 （
『TH

IS IS 

読
売
』
）
二
四
頁 

一
九
九
二
年　

三
月

「PK
O

法
案
を
め
ぐ
る
問
題
点
」
（
防
衛
法
学
会
『
防
衛
法
研
究
』
一
六
号
）
一
一
頁 

一
九
九
二
年　

五
月



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

二
〇
五

「
日
本
の
国
際
貢
献
を
め
ぐ
る
論
議
―
小
沢
調
査
会
報
告
書
に
つ
い
て
」 （
『
新
防
衛
論
集
』
二
〇
巻
二
号
）
一
四
頁 

一
九
九
二
年　

九
月

“The N
ew

 R
ole for Japan

' s Self D
efense Forces”

（
『A

m
erican Political Science A

ssociation

』
）

〔
ア
メ
リ
カ
政
治
学
会
提
出
ワ
ー
ク
ペ
ー
パ
ー
〕 

一
九
九
二
年　

九
月

「
ア
ジ
ア
諸
国
憲
法
の
動
向
と
そ
の
特
質
」 （
比
較
憲
法
学
会
『
比
較
憲
法
学
研
究
』
四
号
） 

二
二
頁 

一
九
九
二
年
一
〇
月

「
天
皇
陛
下
の
憲
法
問
題
」
（
『
諸
君
！
』
）
四
頁 

一
九
九
二
年
一
〇
月

「
比
較
憲
法
学
の
す
す
め
」
（
『
正
論
』
）
八
頁 

一
九
九
三
年　

九
月

「
世
界
の
憲
法
―
そ
の
生
成
と
発
展
」
（
翻
訳　

駒
澤
大
学
『
政
治
学
論
集
』
三
八
号
） 

三
八
頁 

一
九
九
三
年
一
〇
月

「
こ
れ
か
ら
の
憲
法
論
議
」
（
『
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
』
）
一
〇
頁 

一
九
九
三
年
一
〇
月

「
世
界
の
憲
法
―
そ
の
生
成
と
発
展
」
（
2
）
（
翻
訳　

 

駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
四
八
号
） 

四
一
頁 

一
九
九
四
年　

一
月

「
世
界
の
憲
法
、
解
説
と
補
遺
」
（
3
）
（
駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
四
九
号
） 

二
八
頁 

一
九
九
四
年　

三
月

「
宮
沢
憲
法
学
説
の
破
綻
」
（
『TH

IS IS 

読
売
』
）
六
頁 

一
九
九
四
年
一
一
月

“The C
onstitution of Japan”

（
駒
澤
大
学
『
法
学
部
研
究
紀
要
』
五
三
号
） 

二
四
頁 

一
九
九
五
年　

三
月

「
成
立
状
況
か
ら
み
た
憲
法
の
分
類
（
1
）
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
五
〇
号
）
四
〇
頁 

一
九
九
五
年　

三
月

「
一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
世
界
の
憲
法
動
向
」
（
憲
法
学
会
『
憲
法
研
究
』
二
七
号
）
三
一
頁 

一
九
九
五
年　

五
月

「
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
人
権
規
定
―
そ
の
規
範
と
現
実
」
（
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
『
社
会
科
学
討
究
』
一
一
号
）
二
五
頁

 

一
九
九
五
年　

八
月

「
成
立
状
況
か
ら
み
た
憲
法
の
分
類
」
（
駒
澤
大
学
『
政
治
学
論
集
』
四
二
号
）
三
〇
頁 

一
九
九
五
年
一
〇
月

「
君
主
制
の
類
型
（
1
）
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
部
研
究
紀
要
』
五
四
号
）
三
九
頁 

一
九
九
六
年　

三
月

「
君
主
制
の
類
型
（
2
）
」
（
駒
澤
大
学
『
政
治
学
論
集
』
四
三
号
）
二
九
頁 

一
九
九
六
年　

三
月

「
成
立
状
況
か
ら
み
た
憲
法
の
分
類
（
3
）
・
完
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
五
三
号
）
四
五
頁 

一
九
九
六
年　

三
月



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

二
〇
六

「
日
米
安
保
条
約
と
集
団
的
自
衛
権
」
（
『
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
』
二
九
号
）
八
頁 

一
九
九
六
年
一
〇
月

「
共
生
の
権
利
を
求
め
て
」
（
『TH

IS IS 

読
売
』
）
八
頁 

一
九
九
六
年
一
一
月

「
日
本
国
憲
法
の
50
年
―
そ
の
過
去
、
現
在
そ
し
て
こ
れ
か
ら
」
（
『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
二
〇
号
）
一
四
頁 

一
九
九
七
年　

四
月

「
法
制
局
解
釈
を
検
証
す
る
」 （
『
日
本
国
憲
法
の
す
べ
てThis is 

読
売
』
臨
時
増
刊
号
）
一
四
頁 

一
九
九
七
年　

五
月

「
日
本
国
憲
法
の
神
話
か
ら
の
解
放
」
（
『
月
刊
自
由
民
主
』
）
七
頁 

一
九
九
七
年　

六
月

「
憲
法
九
条
と
特
殊
日
本
的
観
念
」
（
『
月
刊
自
由
民
主
』
）
八
頁 

一
九
九
七
年　

七
月

「
異
常
な
第
四
章
『
国
会
』
の
成
立
過
程
」
（
『
月
刊
自
由
民
主
』
）
八
頁 

一
九
九
七
年　

八
月

「
日
本
国
憲
法
制
定
の
『
自
己
偽
慢
』
性
」
（
『
月
刊
自
由
民
主
』
）
八
頁 

一
九
九
七
年　

九
月

「
日
本
的
人
権
概
念
の
再
構
築
を
」
（
『
月
刊
自
由
民
主
』
）
八
頁 

一
九
九
七
年
一
一
月

「
『
司
法
権
の
独
立
』
再
考
」
（
『
月
刊
自
由
民
主
』
）
八
頁 

一
九
九
七
年
一
二
月

「
『
象
徴
天
皇
』
の
意
義
」
（
『
月
刊
自
由
民
主
』
）
八
頁 

一
九
九
八
年　

一
月

「
憲
法
論
議
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
」
（
『
月
刊
自
由
民
主
』
）
八
頁 

一
九
九
八
年　

二
月

「
『
日
米
防
衛
協
定
の
た
め
の
指
針
』
（
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
お
よ
び
『
周
辺
事
態
法
案
』
の
概
要
と
今
後
の
課
題
」

（
『
防
衛
法
研
究
』
二
二
号
）
一
四
頁 

一
九
九
八
年
一
〇
月

佐
藤
達
夫
『
日
本
国
憲
法
誕
生
記
』
（
中
公
文
庫
）
「
解
説
」
一
六
頁 

一
九
九
九
年　

四
月

「
日
本
国
憲
法
成
立
過
程
に
お
け
る
極
東
委
員
会
の
役
割
と
限
界
（
1
）
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
論
集
』
六
〇
号
）
三
三
頁 

二
〇
〇
〇
年　

一
月

「
二
つ
の
ミ
レ
ニ
ア
ム
憲
法
―
ス
イ
ス
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
新
憲
法
に
つ
い
て
」
（
駒
澤
大
学
『
政
治
学
論
集
』
五
三
号
）
二
〇
頁

 

二
〇
〇
一
年　

三
月

「
世
界
の
憲
法
ト
レ
ン
ド
」
（
『
月
刊
自
由
民
主
』
）
六
頁 

二
〇
〇
一
年　

五
月

「
一
九
九
〇
年
以
降
に
制
定
さ
れ
た
諸
国
憲
法
の
動
向
―
い
く
つ
か
の
項
目
と
の
関
連
を
中
心
に
」　

（
『
駒
澤
法
学
』
一
巻
一
号
）
二
〇
頁



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

二
〇
七

 

二
〇
〇
二
年　

一
月

「
世
界
の
現
行
憲
法
と
平
和
主
義
条
項
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
部
研
究
紀
要
』
六
〇
号
）
三
三
頁 

二
〇
〇
二
年　

三
月

「
日
本
国
憲
法
成
立
過
程
に
お
け
る
極
東
委
員
会
の
役
割
と
限
界
（
2
）
」
（
『
駒
澤
法
学
』
二
巻
一
号
）
三
〇
頁 

二
〇
〇
二
年
一
〇
月

「
テ
ロ
対
策
関
連
法
お
よ
び
有
事
関
連
法
の
概
説
と
問
題
点
」
（
『
防
衛
法
研
究
』
二
六
号
）
二
一
頁 

二
〇
〇
二
年
一
〇
月

「
国
家
の
非
常
事
態
を
想
定
し
憲
法
に
明
文
規
定
せ
よ
―
そ
れ
が
世
界
の
常
識
で
あ
る
」
（
文
藝
春
秋
編
『
日
本
の
論
点
二
〇
〇
三
』
）
四
頁

 

二
〇
〇
二
年
一
一
月

「
日
本
国
憲
法
成
立
過
程
に
お
け
る
極
東
委
員
会
の
役
割
と
限
界
（
3
）
」
（
『
駒
澤
法
学
』
二
巻
二
号
）
三
六
頁 

二
〇
〇
三
年　

一
月

「
日
本
国
憲
法
成
立
過
程
に
お
け
る
極
東
委
員
会
の
役
割
と
限
界
（
4
）
」
（
『
駒
澤
法
学
』
二
巻
三
号
）
二
八
頁 

二
〇
〇
三
年　

三
月

「
日
本
国
憲
法
成
立
過
程
に
お
け
る
極
東
委
員
会
の
役
割
と
限
界
（
5
）
」
（
『
駒
澤
法
学
』
二
巻
四
号
）
四
五
頁 

二
〇
〇
三
年　

三
月

「
世
界
の
憲
法
ト
レ
ン
ド
と
立
憲
主
義
―
お
も
に
日
本
国
憲
法
に
規
定
の
な
い
若
干
の
項
目
を
素
材
に
し
て
」

（
比
較
憲
法
学
会
『
比
較
憲
法
学
研
究
』
一
五
号
）
二
四
頁 

二
〇
〇
三
年
一
〇
月

「
日
本
国
憲
法
成
立
過
程
に
お
け
る
極
東
委
員
会
の
役
割
と
限
界
（
6
）
」
（
『
駒
澤
法
学
』
三
巻
一
号
）
五
四
頁 

二
〇
〇
三
年
一
二
月

「
国
際
平
和
を
希
求
す
れ
ば
こ
そ
9
条
改
正
と
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
不
可
欠
で
あ
る
」

（
文
藝
春
秋
社
『
日
本
の
論
点　

2
0
0
4
』
）
四
頁 

二
〇
〇
三
年
一
一
月

「
日
本
国
憲
法
は
押
し
つ
け
か
」
（
『
文
藝
春
秋
』
二
〇
〇
四
年
一
月
号
）
三
頁 

二
〇
〇
四
年　

一
月

「
日
本
国
憲
法
の
記
述
に
関
す
る
連
合
国
総
司
令
部
の
検
閲
の
実
際
」
（
『
駒
澤
法
学
』
三
巻
二
号
）
六
八
頁 

二
〇
〇
四
年　

二
月

「
憲
法
九
条
の
成
立
経
緯
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
部
研
究
紀
要
』
六
二
号
）
一
一
二
頁 

二
〇
〇
四
年　

三
月

「
無
改
正
は
世
界
の
非
常
識
だ
」
（
『
中
央
公
論
』
）
八
頁 

二
〇
〇
四
年　

六
月

「
憲
法
改
正
へ
の
視
点
―
い
ま
日
本
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
」
（
『
月
刊
自
由
民
主
』
）
六
頁 

二
〇
〇
五
年　

一
月

「
時
代
を
見
据
え
た
憲
法
九
条
改
正
を
」
（
『
中
央
公
論
』
）
九
頁 

二
〇
〇
五
年　

六
月



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

二
〇
八

「
各
国
憲
法
概
要
（
1
）
」
（
『
駒
澤
法
学
』
五
巻
一
号
）
二
七
頁 

二
〇
〇
五
年
一
一
月

「
各
国
憲
法
概
要
（
2
）
」
（
『
駒
澤
法
学
』
六
巻
一
号
）
三
二
頁 

二
〇
〇
六
年　

一
月

「
憲
法
改
正
論
議
の
論
点
と
課
題
」
（
『
世
界
と
議
会
』
）
四
頁 

二
〇
〇
六
年　

一
月

「
憲
法
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
は
最
小
限
、『
平
和
立
国
、
軍
の
保
持
、
文
民
統
制
』
の
三
つ
」（
文
藝
春
秋
社
『
日
本
の
論
点 

二
〇
〇
七
』）
四
頁

 

二
〇
〇
六
年
一
一
月

「
憲
法
改
正
国
民
投
票
法
案
の
諸
問
題
」
（
『
改
革
者
』
）
四
頁 

二
〇
〇
七
年　

三
月

「
日
本
国
憲
法
成
立
過
程
に
お
け
る
共
産
党
の
態
度
」
（
（
『
月
刊
自
由
民
主
』
）
六
頁 

二
〇
〇
七
年　

五
月

「
国
際
社
会
の
中
の
日
本
国
憲
法
」
（
『
月
刊
自
由
民
主
』
）
六
頁 

二
〇
〇
八
年　

九
月

「
い
わ
ゆ
る
四
類
型
に
関
す
る
若
干
の
憲
法
的
考
察
―
政
府
解
釈
の
再
検
証
を
中
心
と
し
て
―
」

（
防
衛
法
学
会
『
防
衛
法
研
究
』
三
二
号
）
三
八
頁 

二
〇
〇
八
年
一
〇
月

「
国
家
再
生
の
た
め
の
憲
法
論
議
を
」
（
『
月
刊
自
由
民
主
』
）
六
頁 

二
〇
〇
九
年　

七
月

「
世
界
の
憲
法
制
度
概
要
（
1
）
」
（
『
駒
澤
法
学
』
九
巻
一
号
）
三
一
頁 

二
〇
〇
九
年
一
〇
月

「
世
界
の
憲
法
制
度
概
要
（
2
）
」
（
『
駒
澤
法
学
』
九
巻
三
号
）
二
八
頁 

二
〇
一
〇
年　

六
月

「
世
界
の
憲
法
制
度
概
要
（
3
）
」
（
『
駒
澤
法
学
』
九
巻
四
号
）
四
六
頁 

二
〇
一
〇
年　

六
月

「
世
界
の
憲
法
制
度
概
要
（
4
）
」
（
『
駒
澤
法
学
』
一
〇
巻
一
号
）
五
〇
頁 

二
〇
一
〇
年
一
〇
月

「
世
界
の
憲
法
制
度
概
要
（
5
）
」
（
『
駒
澤
法
学
』
一
〇
巻
二
号
）
四
六
頁 

二
〇
一
〇
年
一
二
月

「
各
国
憲
法
の
制
定
年
次
（
～

1
9
4
0

年
代
）
と
改
正
の
実
際
」
（
駒
澤
大
学
『
法
学
部
研
究
紀
要
』
六
九
号
）
三
五
頁 

二
〇
一
一
年　

三
月

三
．
小　

稿

産
経
新
聞
「
沈
黙
の
大
国
」
特
別
取
材
班
「
憲
法
は
時
代
と
共
に
歩
む
も
の
だ
」
（
『
日
本
を
変
え
る
二
〇
〇
人
の
直
言
』
（
東
洋
堂
）
二
頁

 

一
九
九
四
年　

四
月



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

二
〇
九

シ
リ
ー
ズ
「
世
界
の
憲
法
見
て
あ
る
記
」
（
『
国
会
月
報
』
） 

一
九
八
九
年
一
〇
月
～
九
二
年　

七
月

（
1
）
「
ネ
パ
ー
ル
」
（
一
九
八
九
年
一
〇
月
号
）
二
頁

（
2
）
「
ス
リ
ラ
ン
カ
」
（
一
九
八
九
年
一
一
月
号
）
二
頁

（
3
）
「
イ
ン
ド
」
（
一
九
八
九
年
一
二
月
号
）
二
頁

（
4
）
「
フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
」
（
一
九
九
〇
年
一
月
号
）
二
頁

（
5
）
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
」
（
一
九
九
〇
年
二
月
号
）
二
頁

（
6
）
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
」
（
一
九
九
〇
年
三
月
号
）
二
頁

（
7
）
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
」
（
一
九
九
〇
年
四
月
号
）
二
頁

（
8
）
「
大
韓
民
国
」
（
一
九
九
〇
年
五
月
号
）
二
頁

（
9
）
「
中
華
人
民
共
和
国
」
（
一
九
九
〇
年
六
月
号
）
二
頁

（
10
）
「
中
華
民
国
」
（
一
九
九
〇
年
七
月
号
）
二
頁

（
11
）
「
フ
ラ
ン
ス
」
（
一
九
九
〇
年
八
月
号
）
二
頁

（
12
）
「
イ
タ
リ
ア
」
（
一
九
九
〇
年
九
月
号
）
二
頁

（
13
）
「
サ
ン
・
マ
リ
ノ
」
（
一
九
九
〇
年
一
〇
月
号
）
二
頁

（
14
）
「
ス
イ
ス
連
邦
」
（
一
九
九
〇
年
一
一
月
号
）
二
頁

（
15
）
「
ド
イ
ツ
連
邦
」
（
一
九
九
〇
年
一
二
月
号
）
二
頁

（
16
）
「
イ
ギ
リ
ス
」
（
一
九
九
一
年
一
月
号
）
二
頁

（
17
）
「
オ
ラ
ン
ダ
王
国
」
（
一
九
九
一
年
二
月
号
）
二
頁

（
18
）
「
ベ
ル
ギ
ー
」
（
一
九
九
一
年
三
月
号
）
二
頁

（
19
）
「
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
」
（
一
九
九
一
年
四
月
号
）
二
頁



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

二
一
〇

（
20
）
「
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
（
一
九
九
一
年
五
月
号
）
二
頁

（
21
）
「
マ
レ
ー
シ
ア
」
（
一
九
九
一
年
七
月
号
）
二
頁

（
22
）
「
タ
イ
」
（
一
九
九
一
年
八
月
号
）
二
頁

（
23
）
「
ブ
ル
ネ
イ
」
（
一
九
九
一
年
九
月
号
）
二
頁

（
24
）
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
」
（
一
九
九
一
年
一
〇
月
号
）
二
頁

（
25
）
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
」
（
一
九
九
一
年
一
一
月
号
）
二
頁

（
26
）
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
（
一
九
九
一
年
一
二
月
号
）
二
頁

（
27
）
「
デ
ン
マ
ー
ク
」
（
一
九
九
二
年
一
月
号
）
二
頁

（
28
）
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
」
（
一
九
九
二
年
二
月
号
）
二
頁

（
29
）
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
」
（
一
九
九
二
年
三
月
号
）
二
頁

（
30
）
「
ア
メ
リ
カ
」
（
一
九
九
二
年
四
月
号
）
二
頁

（
31
）
「
カ
ナ
ダ
」
（
一
九
九
二
年
五
月
号
）
二
頁

（
33
）
「
ス
ペ
イ
ン
」
（
一
九
九
二
年
六
月
号
）
二
頁

（
33
）
「
印
象
に
残
る
国
や
町
」
（
一
九
九
二
年
七
月
号
）
二
頁

（
34
）
「
各
国
憲
法
の
比
較
研
究
」
（
一
九
九
二
年
八
月
号
）
二
頁

「
な
る
ほ
ど
・
ザ
・
世
界
の
憲
法
」
（
『
法
苑
』
九
七
号
）　

二
頁

連
載
「
『
日
本
国
憲
法
制
定
』
物
語
」
（
『
週
刊
自
由
民
主
』
二
〇
〇
六
年
四
月
一
一
日
～
〇
七
年
八
月
二
八
日
、
全
五
五
回
）

連
載
『
ざ
っ
く
ば
ら
ん　

憲
法
欄
』
（
一
九
七
四
年
八
月
一
五
日
創
刊
、
二
〇
一
一
年
四
月
休
刊
、
合
計
約
二
二
〇
本
）

四
．
報
告
書
等

平
和
・
安
全
保
障
研
究
所
報
告
書
『
わ
が
国
の
危
機
管
理
態
勢
の
現
状
』
（
主
査　

東
京
大
学
教
授
・
佐
藤
誠
三
郎
）
一
七
六
頁



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

二
一
一

 

一
九
七
九
年　

六
月

平
和
・
安
全
保
障
研
究
所
報
告
書
『
わ
が
国
に
お
け
る
危
機
管
理
の
軍
事
的
側
面
』
（
主
査　

東
京
大
学
教
授
・
佐
藤
誠
三
郎
）
一
七
八
頁

 

一
九
八
〇
年　

一
月

平
和
・
安
全
保
障
研
究
所
報
告
書
『
わ
が
国
の
危
機
管
理
に
関
す
る
軍
事
的
側
面　

危
機
管
理
の
た
め
の
政
策
決
定
過
程
』

（
主
査　

西　

修
）
七
八
頁 

一
九
八
一
年　

三
月

『
防
人
た
ち
』
（
シ
ン
ポ
司
会
、
北
国
新
聞
社
）
三
〇
八
頁 

一
九
八
一
年　

三
月

『
図
解
に
よ
る
法
律
用
語
辞
典
』
（
自
由
国
民
社
）
「
各
国
憲
法
ア
ラ
ベ
ス
ク
」
六
一
項
目 

一
九
九
二
年　

九
月

「
安
田
寛
・
名
誉
理
事
長
を
追
悼
し
て
」
（
『
防
衛
法
研
究
』
二
九
号
）
二
頁 

二
〇
〇
五
年
一
〇
月

N
ouveaux tem

ps,nouveaux droirs?  C
ahiers du Japan, N

o 57 ,autom
m

e 1993 , 

二
頁

B
ringing A

rticle 9  into the Tw
enty

- fi rst C
entrury, Japan Echo, A

ugust 2005 .

＊
書
評
は
省
略
し
ま
し
た
。

＊
整
理
不
十
分
の
た
め
、
一
〇
頁
以
上
の
論
稿
等
で
掲
載
も
れ
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。

五
．
学
会
等
発
表
（
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
は
主
な
も
の
に
限
る
）

一
九
六
九
年　

七
月　

二
院
制
の
凋
落
（
憲
法
学
会
）

一
九
七
一
年　

七
月　

言
語
と
憲
法
―
比
較
憲
法
的
考
察
（
憲
法
学
会
）

一
九
七
二
年　

七
月　

戦
争
と
平
和
と
憲
法
と
（
憲
法
学
会
）

一
九
七
七
年　

七
月　

わ
が
国
防
衛
法
制
の
諸
問
題
（
憲
法
学
会
・
防
衛
法
研
究
会
と
の
合
同
学
会
）

一
九
八
五
年　

六
月　

日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
（
憲
法
学
会
）

一
九
八
八
年
一
〇
月　

The Im
pact of Internationalization on the Japanese D

efense Issue
（
於
．
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
）



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

二
一
二

一
九
九
〇
年　

四
月　

The Fram
ing of the Japanese C

onstitution

（
世
界
法
律
家
会
議　

於
．
北
京
人
民
大
会
堂
）

一
九
九
〇
年　

五
月　

戦
後
日
本
に
お
け
る
憲
法
上
の
諸
問
題
（
第
一
回
東
北
亜
細
亜
学
術
交
流　

於
．
台
湾
国
立
政
治
大
学
）

一
九
九
一
年　

五
月　

The M
yth of the Japanese Peace C

onstitution

（
於
．
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
東
南
ア
ジ
ア
研
究
所
）

一
九
九
一
年　

九
月　

諸
外
国
の
最
近
の
憲
法
・
防
衛
関
係
に
つ
い
て
（
防
衛
法
学
会
）

一
九
九
一
年
一
〇
月　

ア
ジ
ア
諸
国
憲
法
の
特
質
を
考
え
る
視
座
（
比
較
憲
法
学
会
）

一
九
九
一
年
一
〇
月　

The G
ulf W

ar and the C
onstitution of Japan

（
世
界
法
律
家
会
議　

於
．
バ
ル
セ
ロ
ナ
） 

一
九
九
二
年　

九
月　

The N
ew

 R
ole for Japan

' s Self- D
efense Forces

（
ア
メ
リ
カ
政
治
学
会　

於
．
シ
カ
ゴ
）

一
九
九
四
年
一
〇
月　

最
近
の
世
界
の
憲
法
動
向
（
憲
法
学
会
）

一
九
九
五
年　

九
月　

憲
法
を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
（
宮
崎
国
際
大
学
、
読
売
新
聞
社
主
催
）

一
九
九
七
年
一
一
月　

憲
法
施
行
五
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
（
憲
法
調
査
議
員
推
進
連
盟
、
於
．
憲
政
記
念
会
館
）

一
九
九
八
年　

三
月　

日
本
国
憲
法
と
宗
教
（
国
際
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
、
於
．
駒
澤
大
学
）

一
九
九
九
年　

六
月　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
関
連
法
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題
（
防
衛
学
会
）

二
〇
〇
〇
年
一
一
月　

日
本
の
有
事
法
制
整
備
の
あ
り
方
（
防
衛
法
学
会
）

二
〇
〇
一
年
一
一
月　

対
テ
ロ
米
軍
等
支
援
新
法
の
問
題
点
（
防
衛
法
学
会
）

二
〇
〇
二
年　

四
月　

 

〝
総
括
―
9 

／ 

11
〟

―
米
国
テ
ロ
事
件
へ
の
各
国
の
対
応
と
そ
の
法
的
評
価　

日
本
の
対
応
（
防
衛
法
学
会
）

二
〇
〇
二
年
一
〇
月　

世
界
の
憲
法
ト
レ
ン
ド
と
立
憲
主
義
（
比
較
憲
法
学
会
）

二
〇
〇
四
年
一
一
月　

憲
法
と
自
衛
隊
の
半
世
紀
（
防
衛
法
学
会
）

二
〇
〇
八
年
一
〇
月　

現
代
憲
法
と
平
和
主
義
（
比
較
憲
法
学
会
）

二
〇
一
〇
年　

五
月　

日
米
安
保
体
制
の
50
年
―
そ
の
過
去
と
展
望
―
（
防
衛
法
学
会
・
日
本
防
衛
学
会
合
同
研
究
大
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
）



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

二
一
三

六
．
国
会
で
の
発
言
（
公
述
人
・
参
考
人
）

一
九
九
一
年
一
一
月　

国
際
連
合
平
和
協
力
に
関
す
る
中
央
公
聴
会
（
衆
議
院
特
別
委
員
会　

公
述
人
）

一
九
九
四
年　

一
月　

政
治
改
革
に
関
す
る
中
央
公
聴
会
（
参
議
院
特
別
委
員
会　

公
述
人
）

一
九
九
九
年　

五
月　

日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
に
関
す
る
中
央
公
聴
会
（
参
議
院
特
別
委
員
会　

公
述
人
）

二
〇
〇
〇
年　

二
月　

衆
議
院
憲
法
調
査
会
（
参
考
人
）

二
〇
〇
三
年　

五
月　

参
議
院
憲
法
調
査
会
（
参
考
人
）

二
〇
〇
七
年　

五
月　

参
議
院
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
（
参
考
人
）

七
．
マ
ス
コ
ミ
関
連

Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
（
九
六
年
五
月
四
日　

「
未
来
潮
流　

憲
法
か
ら
考
え
る
二
一
世
紀
の
日
本
」
（
六
〇
分　

司
会　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
解
説
委
員
長
・
高
島
肇

久
）
、
〇
七
年
五
月
二
〇
日
「
日
曜
討
論　

憲
法
と
ど
う
向
き
合
う
か
」
（
六
〇
分　

司
会　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
解
説
委
員
・
島
田
敏
男
）
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー

ス
（
〇
五
年
一
〇
月
二
八
日
）
、
〇
六
年
五
月
六
日
「w

hat’s on Japan

」
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
海
外
向
け
）
、
日
本
テ
レ
ビ
（
〇
三
年
五
月
三
日
「
ウ
ェ
ー
ク

ア
ッ
プ
」
進
行　

桂
文
珍
）
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
（
九
二
年
五
月
二
四
日　

「
サ
ン
デ
ー
モ
ー
ニ
ン
グ
」
司
会　

関
口
宏
）
、
テ
レ
ビ
朝
日
（
九
五
年

五
月
二
〇
日　

「
あ
ま
か
ら
問
答
」
司
会　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
大
宅
映
子
）　

〇
五
年
八
月
一
四
日　

「
田
原
聡
一
朗
ス
ペ
シ
シ
ャ
ル　

敗
戦
か

ら
六
〇
年
」
）
、
フ
ジ
テ
レ
ビ
（
九
六
年
八
月
五
日
、
巻
町
原
発
住
民
投
票　

キ
ャ
ス
タ
ー
・
安
藤
優
子
）
、
東
海
テ
レ
ビ
（
九
九
年
一
一
月
一
日
「
タ

ブ
ー
か
ら
論
憲
の
時
代
へ
」
）
、
テ
レ
ビ
金
沢
（
九
四
年
一
二
月
二
六
日
「
小
松
基
地
騒
音
訴
訟
名
古
屋
高
等
裁
判
所
金
沢
支
部
判
決
を
裁
判
所
前

よ
り
現
地
実
況
解
説
」
）
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
テ
レ
ビ
（
九
三
年
五
月
一
五
日
「
な
る
ほ
ど
・
ザ
・
世
界
の
憲
法
」
立
川
志
の
輔
と
の
対
談
）
な
ど
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
、
文
化
放
送
、
ラ
ジ
オ
日
本
、Voice of A

m
erica R

adio
な
ど

読
売
新
聞
、
朝
日
新
聞
、
毎
日
新
聞
、
産
経
新
聞
、
日
本
経
済
新
聞
、
東
京
新
聞
、
北
海
道
新
聞
、
神
奈
川
新
聞
、
沖
縄
タ
イ
ム
ズ
、
西
日
本
新

聞
、
静
岡
新
聞
、
朝
雲
新
聞
、
共
同
通
信
社
配
信
各
新
聞
な
ど

『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
、
『
世
界
週
報
』
、
『
国
会
月
報
』
、
『
改
革
者
』
、
『
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ａ
』
、
『
諸
君
！
』
、
『
正
論
』
、
『FO

R
ESIG

H
T

』
、
『
世
界
と
議
会
』
、



西　

修
教
授　

プ
ロ
フ
ィ
ル

二
一
四

『
世
界
と
日
本
』
、
『
法
律
文
化
』
な
ど

八
．
民
間
・
政
府
委
員
（
主
な
も
の
に
限
る
）

（
一
）
読
売
新
聞
社
憲
法
問
題
調
査
会
（
会
長　

猪
木
正
道
、
一
九
九
二
年
一
月
～
一
九
九
二
年
一
二
月
）
委
員

（
二
）
安
倍
内
閣
「
安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構
築
に
関
す
る
懇
談
会
」
（
座
長　

柳
井
俊
二
、
二
〇
〇
七
年
五
月
～
二
〇
〇
八
年
六
月
）
委
員

（
三
）
内
閣
府
「
情
報
保
全
の
在
り
方
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
（
座
長　

西　

修
、
二
〇
〇
九
年
七
月
～
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）

九
．
助
成
金
等

一
九
七
七

－

七
八
年
度 
文
部
省
科
学
研
究
費
助
成
金
「
中
東
諸
国
の
憲
法
体
制
」
（
共
同
研
究
）

一
九
七
九
年
度 
鹿
島
学
術
振
興
財
団
研
究
助
成
「
ア
ジ
ア
諸
国
の
憲
法
体
制
」
（
共
同
研
究
）

一
九
七
九
年
度 

A
m

erican C
ouncil of Learned Society A

dvanced R
esearch Short- Term

 Per D
iem

 Fellow
ship

 

（
単
独
、
於
．
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．
Ｃ
．）

一
九
八
〇
年
度 

三
菱
財
団
人
文
科
学
研
究
助
成
「
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
憲
法
制
度
」
（
共
同
研
究
）

一
九
八
四
年
度 

文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
「
ハ
ッ
シ
ー
文
書
の
研
究
」
（
共
同
研
究
）

一
九
九
一
年
度 

国
際
交
流
基
金
国
際
会
議
出
席
助
成
金　

「
世
界
法
律
家
会
議
発
表
」
（
単
独
、
於
．
バ
ル
セ
ロ
ナ
）

一
九
九
二
年
度 

吉
田
国
際
教
育
基
金
海
外
研
究
発
表
助
成
金
「
ア
メ
リ
カ
政
治
学
会
第
八
八
年
次
集
会
発
表
」（
単
独
、
於
．
シ
カ
ゴ
）

一
九
九
六
年
度 

桜
田
會
特
別
出
版
助
成
『
憲
法
体
系
の
類
型
的
研
究
』
（
単
独
）


